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連続講座のアンケートよりその２
高知県教組 書記長

畑山 和則

３回目～５回目のアンケートでも、いくつかのご質問やら要望などをいただいています

ので、再度、お答えしておきます。遅くなってごめんなさい。

１．昨年一次合格をして、次の年に期限付きの臨時が出来なければ、その時の一次免除は

無効になるのでしょうか。

審査要項には一次免除（専門教養は免除対象外）の条件は次の様に記述されています。

「①平成２３年度高知県公立学校教員採用候補者審査第一次審査の合格者②平成２２年４

月１日から平成２３年５月１３日までに、本県の公立学校臨時教員として１月以上の発令

を受けた人」。

だから、「次の年」でなくても、前の年の着任でも OKです。ご安心下さい。
ただし、この免除の条件には三つの問題点があると考えています。

一つ、「本県の公立学校臨時教員」という点です。臨教と考えると、私たちは学校現場

にいる正規でない人すべてだと思いがちです。でも、県教委は、「臨時教員は、期限付き

と時間講師を言うのであって、県費負担であろうが市町村費の負担であろうが、支援員は

入らない。また、県費負担でない市町村雇いの期限付きなどは該当しない」との見解です。

でも今、期限付きになるのか、時間講師になるのか、支援員になるのか、本人に選択権

はあまりありません。「今年は期限付きで頑張ってくれたね。来年は、期限付きじゃない

けど、支援員の口があるから君さえ良ければ残ってくれないか」と学校で頼まれる例もあ

ります。そうした時、見知らぬ学校へ新たに行くよりは慣れた学校で勤務続けたいと考え

て「良いですよ」と返事する人もいるようです。だから、本人の選択権がまったくないと

は言いませんが、基本的には依頼されたところに着任していくという例が多いようです。

（その場合、賃金を含む勤務条件などについて詳しい説明をしなければならないのですが、

実際には「ちょっと賃金は下がるけど」というような説明があるくらいとの例も聞いてい

ます。この点も実は大事な問題です。）行政側が選んでおいて＝本人の選択権があまりな

い状態で、支援員は免除対象ではないというのは問題だと思います。

私たちは、支援員も臨教と同様の扱いをするように要望してます。

二つ、免除を受けられるのは、昨年と同じ教科でなければなりません。昨年受審して合

格していても、今年その教科の募集がなければ、免除の対象にはなりません。加えて言え

ば、翌年募集が再開されても、今年その教科で受審していないので免除対象にはなりませ

ん。また、自分の意志で別な教科を受審するなどした場合にも受審対象になりません。本

人の都合で受審教科を替える場合は仕方ないにしても、本人の都合ではない「募集なし」

等の場合には翌々年に繰り越すなど方法は取れないものかと思います。この点も要望して

いきたいです。

三つ、一次免除とは言え、一次審査の中の専門教養を受審する必要があります。二次審

査の際に資料にするというのが説明ですが、昨年時の受審の際の資料で十分ではないかと
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思います。四国四県は統一日程ですので、すべての教科を免除するとひょっとすると他県

の受審が可能になる＝受審者が流出することを心配しているのかも知れません。でも、（受

審する人たちにとっては競争率が上がり大変かも知れないので、安易に言えないかも知れ

ませんが）逆に流入する人が多くなるかも知れません。名簿登載後「他県に合格したので

辞退します」という人が出れば、その分は第２回目の発表で補充すれば良いのであって、

それほど実害はないと思われます。手続き上事務量が増えるなどの心配はありますが、そ

れよりも一次免除の内容を充実させて臨教を励ます方がはるかにプラスが多いと思いま

す。「一度一次審査に合格したら二次審査を受け続ける限り有効」というような政策が出

来れば、大いに臨教の励みになると思うのですが・・・。

ともかく、一次免除制度を（受審者側にとって）より良いものにするよう、運動を継続

して行きたいです。

２．３年講師（４／４～３／２４）をすると、次の年は一ヶ月か二ヶ月自宅待機をしなけ

ればならないのは本当ですか？

県庁や自治体に雇われている臨時職員の場合、そのように扱われる場合があります。で

も、学校現場の臨時教員の場合、３年続けたら空けなければならないということはありま

せん。ただ、栄養士の場合、教員ではなく職員の扱いをされています。だから、栄養教諭

に免許を切り替える場合は、３年以上の実務経験が一つの条件になっています。ところが、

４／４～３／２４の現在の着任では、「満３年」になるためには、３年間の着任をしても

日数で約３０日ほど不足します。だから、その際、４年目の着任が一ヶ月以上必要になる

のですが、１年空けるという形を強制されます。だから、足かけ５年かかる計算になりま

す。こんなことは許せないと要望していますが、まだ改善されていません。

「空白なく、３月３１日まで着任、４月１日から次の着任開始」という県もある中で、

高知県は空白の１０日間にこだわっています。総務省の方では「空白期間は必要ない」と

のコメントも出され始めているのですが、県教委はまだ空白期間を作る事にこだわってい

ます。

だから、４月１日から始まる組織職員会に参加したいと思っても、辞令が出ずに参加出

来ない等の問題が繰り返されています。（学校によっては、辞令はまだだけど参加を依頼

される場合もあるようですが・・・。）

空白期間をなくす運動は、これからも継続して行きます。

３．一次審査の専門教養の点数が二次での合否の判定基準に加わると聞きましたが、本当

ですか？

加わっていると思います。一次・二次審査になった時以来、「総合的に判定している」

との答弁が続いています。だから、一次審査は一次審査のみの判定資料、その成績はゼロ

にして、二次審査で同じスタートラインから再度勝負・・・という訳ではありません。

一次免除が始まってから２年目ですが、「なぜ専門教養の試験を受けなければならない

のか」との問いに対しても、県教委は「二次の判定に必要だから」と言っています。
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４．このほかにも下記のようないろいろな声をいただいています。

①採用審査の年齢制限の撤廃

②採用審査内容の改善

③臨時教員の使い捨ては止めること

④臨時教員制度の改善

⑤中学校の県体と日程を重ねないで欲しい。

⑥教科によって試験時間が短い。

⑦東京都の連携を中学校でもやって欲しい。 等

前回お答えしたものも含めて、様々なみなさんの声の実現に向けて、努力していきたい

と思います。

＜講座自体について＞

①曜日に関しては土日（＝休日）の開催を求める声が多かったです。

「平日は出られない」「間に合わない」「遠くからでは来れない」

「高校の定時制は、平日の参加は無理」など。

②開催時間（７時３０分開始）については、

「間に合う」という肯定的な意見（特に平日の場合）と、「遅くなるので辛い」とい

う否定的な意見とに分かれました。


